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岐
阜
県
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護
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則 

 

（
総
則
） 

第
一
条 

県
は
、
県
内
の
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の
確
保
を
図
る
た
め
、
県
内
の
看
護
師
養
成
所
（
保
健
師
助
産
師

看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
知

事
の
指
定
し
た
看
護
師
養
成
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
准
看
護
師
養
成
所
（
法
第
二
十
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
知
事
の
指
定
し
た
准
看
護
師
養
成
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
者
に
対
し
、
修
学
資
金
を
貸

し
付
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
貸
付
け
に
関
し
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
貸
付
け
の
対
象
者
） 

第
二
条 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
者
と
す
る
。 

一 

県
内
の
看
護
師
養
成
所
又
は
准
看
護
師
養
成
所
の
第
二
学
年
以
上
の
学
年
に
在
学
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
月
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
学
業
成
績
が
優
秀
で
あ
る
こ

と
。 

三 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
意
思
を
有
す
る
こ
と
。 

イ 

看
護
師
養
成
所
に
在
学
す
る
者 

将
来
県
内
に
お
い
て
保
健
師
、
助
産
師
又
は
看
護
師
の
業
務
に
従
事

す
る
意
思 

ロ 

准
看
護
師
養
成
所
に
在
学
す
る
者 

将
来
県
内
に
お
い
て
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師

の
業
務
に
従
事
す
る
意
思 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
学
に
関
し
、
他
の
同
種
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
者
の
数
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
で
知
事
が
決
定
す
る
。 

（
修
学
資
金
の
貸
付
額
及
び
貸
付
期
間
） 

第
三
条 

修
学
資
金
の
貸
付
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

看
護
師
養
成
所
に
在
学
す
る
者
に
対
し
て
貸
し
付
け
る
修
学
資
金
（
以
下
「
看
護
師
修
学
資
金
」
と
い

う
。
） 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額 

イ 

看
護
師
養
成
所
の
設
置
者
が
国
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法

（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
で
あ
る
場
合 

月
額
三
万
二
千
円 

ロ 

看
護
師
養
成
所
の
設
置
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
で
あ
る
場
合 

月
額
三
万
六
千
円 

二 

准
看
護
師
養
成
所
に
在
学
す
る
者
に
対
し
て
貸
し
付
け
る
修
学
資
金
（
以
下
「
准
看
護
師
修
学
資
金
」
と

い
う
。
） 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額 

イ 

准
看
護
師
養
成
所
の
設
置
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合 

月
額
一
万
五
千
円 

ロ 

准
看
護
師
養
成
所
の
設
置
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
で
あ
る
場
合 

月
額
二
万
千
円 

２ 

修
学
資
金
を
貸
し
付
け
る
期
間
は
、
在
学
す
る
看
護
師
養
成
所
又
は
准
看
護
師
養
成
所
の
課
程
の
正
規
の
修
業
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年
数
か
ら
一
年
を
控
除
し
た
年
数
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
修
学
資
金
の
利
息
） 

第
四
条 
修
学
資
金
は
、
無
利
息
と
す
る
。 

（
貸
付
け
の
申
請
） 

第
五
条 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
修
学
資
金
貸
付
申
請
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
次
に

掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

在
学
証
明
書 

二 

看
護
師
養
成
所
又
は
准
看
護
師
養
成
所
の
長
の
推
薦
書
（
別
記
第
二
号
様
式
） 

三 

戸
籍
抄
本 

四 

連
帯
保
証
人
の
印
鑑
証
明
書 

五 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
面 

（
貸
付
け
の
決
定
） 

第
六
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
貸
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
申
請
者
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
修
学
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）
又
は
修
学
資
金
貸
付
不
承

認
決
定
通
知
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

修
学
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
修
学
生
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
受
け
取
っ
た

日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
以
内
に
誓
約
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）
及
び
口
座
振
替
申
出
書
（
別
記
第
六
号
様

式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
連
帯
保
証
人
） 

第
七
条 

修
学
生
は
、
連
帯
保
証
人
（
以
下
「
保
証
人
」
と
い
う
。
）
二
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
知
事
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
一
人
の
保
証
人
を
立
て
れ
ば
足
り
る
。 

２ 

修
学
生
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
保
証
人
の
う
ち
一
人
は
、
そ
の
者
の
法
定
代
理
人
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
保
証
人
と
し
て
適
当
で
あ
る
法
定
代
理
人
が
い
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
修
学
資
金
の
交
付
） 

第
八
条 

修
学
資
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
に
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
特

別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
の
分 

十
月 

二 

十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
月
の
分 

同
年
一
月 

（
借
用
証
書
） 

第
九
条 

修
学
生
は
、
修
学
資
金
の
交
付
を
受
け
た
後
、
直
ち
に
修
学
資
金
借
用
証
書
（
別
記
第
七
号
様
式
）
を
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
届
出
） 

第
十
条 

修
学
生
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
届
出
書
（
別
記
第
八
号
様
式
）
に
そ
の
事
実

を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
速
や
か
に
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
、
住
所
又
は
看
護
師
養
成
所
若
し
く
は
准
看
護
師
養
成
所
を
変
更
し
た
と
き
。 
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二 

退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三 
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
修
学
を
継
続
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
き
。 

四 
休
学
し
、
又
は
退
学
若
し
く
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。 

五 

復
学
し
た
と
き
。 

六 

保
証
人
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
職
業
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
保
証
人
が
死
亡
し
、
破
産
手
続
開
始

の
決
定
を
受
け
、
そ
の
他
保
証
人
と
し
て
適
当
で
な
く
な
っ
た
と
き
。 

七 

修
学
に
関
し
、
他
の
同
種
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
支
給
を
受
け
た
と
き
。 

八 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
す
る
と
き
。 

２ 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
終
わ
っ
た
者
（
以
下
「
借
受
人
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
速
や
か
に
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
修
学
資
金
の
返
還
債
務
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。 

二 

前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
と
き
。 

三 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
修
学
し
た
看
護
師
養
成
所
又
は
准
看
護
師
養
成
所
（
以
下
「
修
学
資
金
利

用
養
成
所
」
と
い
う
。
）
を
卒
業
し
た
と
き
及
び
修
学
資
金
利
用
養
成
所
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

か
ら
起
算
し
て
十
二
月
以
内
に
修
学
資
金
利
用
免
許
（
看
護
師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ

っ
て
は
看
護
師
の
免
許
を
、
准
看
護
師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ
っ
て
は
准
看
護
師
の
免

許
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
と
き
。 

四 

県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
（
看
護
師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ
っ
て
は
保
健

師
、
助
産
師
又
は
看
護
師
の
業
務
を
、
准
看
護
師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ
っ
て
は
保
健

師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
事
し
始
め
た
と
き
及
び
従
事
し

な
く
な
っ
た
と
き
。 

五 

県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
従
事
す
る
場
所
を
変
更
し
た
と

き
。 

３ 

借
受
人
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
と
き
は
、
同
日
に
お
け
る

従
事
の
状
況
を
同
月
三
十
日
ま
で
に
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
学
資
金
の
返
還
債
務

が
消
滅
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
従
事
状
況
報
告
書
（
別
記
第
九
号
様
式
）
に
従
事
証
明
書
（
別
記
第
十
号
様

式
）
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
面
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

保
証
人
は
、
修
学
生
又
は
借
受
人
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
直
ち
に
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
貸
付
け
の
決
定
の
取
消
し
等
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
修
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
を
取

り
消
す
も
の
と
す
る
。 

一 

退
学
し
た
と
き
。 

二 

疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
修
学
を
継
続
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 
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三 

学
業
成
績
又
は
素
行
が
著
し
く
不
良
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

四 
前
条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
と
き
。 

五 
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
と
き
。 

六 

死
亡
し
た
と
き
。 

七 

そ
の
他
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
目
的
を
達
成
す
る
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

２ 

修
学
生
が
休
学
し
、
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
休
学
し
た
日
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
か
ら
復
学
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
分
の
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
月
の
分
と
し
て
既
に
交
付
し
た
修
学
資
金
が
あ
る
と
き
は
、
修
学
生
が
復
学

し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
の
分
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
修
学
資
金
の
返
還
） 

第
十
二
条 

借
受
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

修
学
資
金
が
貸
し
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
除
き
、

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
債
務
の
履
行
が
猶
予
さ
れ
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
期
間

に
相
当
す
る
期
間
を
加
え
た
期
間
）
内
に
修
学
資
金
を
一
括
し
て
、
又
は
分
割
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。 

二 

修
学
資
金
利
用
養
成
所
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
十
二
月
以
内
に
修
学
資
金
利

用
免
許
を
取
得
し
な
か
っ
た
と
き
。 

三 

修
学
資
金
利
用
免
許
を
取
得
し
た
後
、
遅
滞
な
く
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
な
か
っ
た

と
き
。 

四 

修
学
資
金
利
用
免
許
を
取
得
し
、
遅
滞
な
く
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
始
め
た
後
、
死

亡
し
、
又
は
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
と
き
（
次
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を

除
く
。
）
。 

２ 

借
受
人
は
、
修
学
資
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
十

日
以
内
に
修
学
資
金
返
還
明
細
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

借
受
人
は
、
修
学
資
金
の
返
還
の
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
修
学
資
金
返

還
方
法
変
更
承
認
申
請
書
（
別
記
第
十
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
返
還
債
務
の
当
然
免
除
） 

第
十
三
条 

知
事
は
、
借
受
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
貸
し
付
け
た
修
学
資
金
の
返
還
債

務
（
履
行
期
が
到
来
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
全
部
を
免
除
す
る
。 

一 

借
受
人
が
修
学
資
金
利
用
免
許
を
取
得
し
た
後
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
除
き
遅
滞
な
く
県
内
に
お
い
て
看

護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
始
め
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
期
間
を
除
き
引
き
続
き
五
年
間
県
内
に
お
い
て
看
護
職

員
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

イ 

次
に
掲
げ
る
学
校
等
（
看
護
師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ
っ
て
は
、
⑴
か
ら
⑷
ま
で
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及
び
⑻
に
掲
げ
る
学
校
等
）
に
在
学
す
る
期
間 

⑴ 

法
第
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校 

⑵ 
法
第
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
保
健
師
養
成
所 

⑶ 
法
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校 

⑷ 

法
第
二
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
助
産
師
養
成
所 

⑸ 

法
第
二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
大
学 

⑹ 

法
第
二
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校 

⑺ 

法
第
二
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
看
護
師
養
成
所 

⑻ 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
の
保
健
師
、
助

産
師
又
は
看
護
師
の
業
務
に
関
す
る
専
門
知
識
の
修
得
を
目
的
と
す
る
修
士
課
程
若
し
く
は
博
士
課
程
又

は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
国
外
の
大
学
院
の
課
程 

ロ 

疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間 

二 

借
受
人
が
修
学
資
金
利
用
免
許
を
取
得
し
た
後
、
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
期
間
を
除
き
遅
滞
な
く
県
内

に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
始
め
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
期
間
を
除
き
引
き
続
き
県
内
に
お
い
て
看

護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
、
五
年
を
経
過
す
る
前
に
、
看
護
職
員
の
業
務
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
看
護
職
員

の
業
務
に
起
因
す
る
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
（
再
び
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

（
返
還
債
務
の
裁
量
免
除
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
借
受
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
を
除
く
。
）
は
、
貸
し
付
け
た
修
学
資
金
の
返
還
債
務
（
履
行
期
が
到
来
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の

全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
（
一
年
に
満
た
な
い
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
一
年
と
す

る
。
）
に
相
当
す
る
期
間
以
上
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

二 

死
亡
、
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
修
学
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
と
き
。 

２ 

前
項
第
一
号
に
該
当
し
て
返
還
債
務
を
免
除
す
る
場
合
に
お
け
る
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
返
還
債
務
の
額

は
、
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間
を
五
年
に
相
当
す
る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
（
こ
の

数
が
一
よ
り
大
き
い
場
合
は
、
一
）
に
貸
付
け
を
受
け
た
修
学
資
金
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
履
行
期
が
到

来
し
て
い
る
返
還
債
務
の
額
を
控
除
し
た
額
（
こ
の
額
が
零
円
に
満
た
な
い
場
合
は
、
零
円
）
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

（
返
還
免
除
の
申
請
） 

第
十
五
条 

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
借
受
人
は
、
修
学
資
金
返

還
免
除
申
請
書
（
別
記
第
十
三
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

在
職
証
明
書
（
別
記
第
十
四
号
様
式
）
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
面 
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二 

第
十
三
条
各
号
又
は
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面 

（
返
還
免
除
の
決
定
） 

第
十
六
条 
知
事
は
、
修
学
資
金
返
還
免
除
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
申

請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
修
学
資
金
返
還
免
除
決
定
通
知
書
（
別
記
第
十
五
号
様
式
）
又
は
修
学
資
金
返

還
免
除
不
承
認
決
定
通
知
書
（
別
記
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
返
還
の
猶
予
） 

第
十
七
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
、
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の

履
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

借
受
人
が
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
を
取
り
消
さ
れ
た
後
、
引
き
続

き
修
学
資
金
利
用
養
成
所
に
在
学
し
て
い
る
場
合 

当
該
引
き
続
き
在
学
し
て
い
る
期
間 

二 

借
受
人
が
修
学
資
金
利
用
免
許
を
取
得
し
た
後
、
第
十
三
条
第
一
号
イ
⑴
か
ら
⑻
ま
で
に
掲
げ
る
学
校
等

（
看
護
師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ
っ
て
は
、
同
号
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
及
び
⑻
に
掲
げ
る

学
校
等
）
に
在
学
し
て
い
る
場
合 

当
該
在
学
し
て
い
る
期
間 

三 

借
受
人
が
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合 

当
該
従
事
し
て
い
る
期
間 

四 

疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
借
受
人
が
修
学
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

当
該
理
由
が
な
く
な
る
ま
で
の
期
間 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
借
受
人
は
、
修
学
資
金
返
還

猶
予
申
請
書
（
別
記
第
十
七
号
様
式
）
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え

て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
返
還
猶
予
の
決
定
） 

第
十
八
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
返
還
猶
予
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
申

請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
修
学
資
金
返
還
猶
予
決
定
通
知
書
（
別
記
第
十
八
号
様
式
）
又
は
修
学
資
金
返

還
猶
予
不
承
認
決
定
通
知
書
（
別
記
第
十
九
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
延
滞
利
息
） 

第
十
九
条 

借
受
人
は
、
修
学
資
金
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で
に
返
還
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
返
還
す
べ
き
日
の

翌
日
か
ら
返
還
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
返
還
す
べ
き
額
に
つ
き
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

で
計
算
し
た
延
滞
利
息
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
。
）
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
雑
則
） 

第
二
十
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 


